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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一平面上にマトリクス状に複数配置される面照明ユニットであって、
　指向性の強い点光源を配置するための孔が中央に形成された底面部と、前記底面部から
立設された側壁部とで構成された箱型のケーシングと、
　前記底面部と所定の距離を隔てて配置され、開口部を有している光学反射板とを備え、
　前記孔に前記点光源を配置させて使用される面照明ユニットにおいて、
　前記底面部および前記側壁部の内面並びに前記底面部と対向する前記光学反射板の内面
は反射面で形成されており、
　前記光学反射板の中心は前記孔に対向しており、
　前記開口部は、前記光学反射板の中心から外方に遠ざかるに従い、前記光学反射板上の
あらかじめ設定した所定の領域の面積に対する前記所定の領域における前記開口部の面積
の割合で表される開口率が大きくなるよう形成されており、前記側壁部には前記開口部に
連続するよう形成された側壁孔が設けられていることを特徴とする面照明ユニット。
【請求項２】
　前記開口率をＡとし、ｂ、ｃを定数、ｘを前記光学反射板の中心からの距離としたとき
、
　　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ
　の関係を有していることを特徴とする請求項１記載の面照明ユニット。
【請求項３】
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　前記開口部は、その形状が前記光学反射板の中心付近では未貫通孔、前記未貫通孔の外
側では複数の不連続な円弧孔、前記円弧孔の外側では複数の貫通孔で形成されていること
を特徴とする請求項１または２記載の面照明ユニット。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の面照明ユニットと、
　前記孔に配置された指向性の強い点光源と、
　を備えることを特徴とする面照明光源装置。
【請求項５】
　請求項４記載の面照明光源装置をマトリクス状に複数配置されてなることを特徴とする
面照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＣＤバックライト、照明用看板、自動車・車両等の表示装置に使用される
面照明光源装置に用いられる面照明ユニット、面照明光源装置、および面照明装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、表示装置や照明等の光源として、電力消費量や発熱が少ない点から発光ダイ
オード（ＬＥＤ）の使用が検討されているが、ＬＥＤは指向性が強いため、広い面で均一
光量分布を得るためには、種々の工夫が必要とされている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、光源から発せられた光が入射する光入射端面及び導光される光
が出射する光出射面を有する導光体を備え、この導光体に形成された局所的レンズ列を、
光入射端面に入射した光のうちの最大強度光の入射位置での輝度分布におけるピーク光の
方向と異なる方向に形成して、輝度不均一を解消する点が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、一端に開口部が形成され、その内側壁が光の反射面である光源
収容部を有するランプハウジングと、光源収容部に設けられた発光ダイオードと、開口部
の前面に設けられた表示板とを備え、発光ダイオードからの光を拡散反射して均一にした
点が開示されている。
【０００５】
　さらに、特許文献３では、光の放射面上に形成された拡散層における微小反射部からの
反射光と、発光ダイオードの周辺に設けられた反射器と、の間での反射の繰り返しにより
、均一光を得る旨が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献４では、ＬＥＤから出射された指向性のある光（特にＬＥＤ直上の強い
光）を、放射面に形成された反射部でＬＥＤ側に反射させ、これにより、光の方向を変化
させてＬＥＤからの光強度を減少させ、均一な光を得る点が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－３４３１２４号公報
【特許文献２】特開２００３－１８６４２７号公報
【特許文献３】特開２００５－２８４２８３号公報
【特許文献４】特開２００６－１２８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、ＬＥＤによる指向性の強い光を均等化するために、Ｌ
ＥＤ光源を放射方向に対して横に設けたりしている。このため、大きなスペースを必要と
する。
【０００８】



(3) JP 4538675 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

　また、特許文献２では、ＬＥＤの放射方向に所定の厚みが必要となる。また、内側拡散
フィルムで散乱された光は、ベース板で吸収されてしまう等、ＬＥＤからの光を全て利用
するとの思想は有さない。
【０００９】
　さらに、特許文献３では、放射面やＬＥＤの周辺の底面には反射板が設けられていても
、側面には反射板が設けられていない。このため、ＬＥＤを取り囲むような空間において
、光の多重反射を起こさせて全てのＬＥＤからの光を利用しつつ均一な照明光を得ること
はできない。
【００１０】
　また、特許文献４では、ＬＥＤからの光の進行経路をコントロールすることで、均一な
照明を得ようとするものであり、放射面上の反射部は光の進行方向を変えるために用いら
れている。しかし、これでは光強度が弱められてしまうとともに、多重反射を利用して均
一な光を得ることはできない。
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、光学反射板を簡易に製造可能と
した面照明ユニット、および、この面照明ユニットを用いて、光源からの光を高い効率で
利用しながら、光の放射方向の厚みを増大させることなく、放射面から所定の距離離れた
面において均一な照明光を得ることのできる面照明光源装置および面照明装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。
　すなわち、本発明の一態様によれば、本発明の面照明ユニットは、同一平面上にマトリ
クス状に複数配置される面照明ユニットであって、指向性の強い点光源を配置するための
孔が中央に形成された底面部と、前記底面部から立設された側壁部とで構成された箱型の
ケーシングと、前記底面部と所定の距離を隔てて配置され、開口部を有している光学反射
板とを備え、前記孔に前記点光源を配置させて使用される面照明ユニットにおいて、前記
底面部および前記側壁部の内面並びに前記底面部と対向する前記光学反射板の内面は反射
面で形成されており、前記光学反射板の中心は前記孔に対向しており、前記開口部は、前
記光学反射板の中心から外方に遠ざかるに従い、前記光学反射板上のあらかじめ設定した
所定の領域の面積に対する前記所定の領域における前記開口部の面積の割合で表される開
口率が大きくなるよう形成されており、前記側壁部には前記開口部に連続するよう形成さ
れた側壁孔が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記開口率をＡとし、ｂ、ｃを定数、ｘを前記光学反射板の中心からの距離とし
たとき、Ａ＝ｂｘ２＋ｃの関係を有していることが望ましい。
【００１４】
　また、前記開口部は、その形状が前記光学反射板の中心付近では未貫通孔、前記未貫通
孔の外側では複数の不連続な円弧孔、前記円弧孔の外側では複数の貫通孔で形成されてい
ることが望ましい。本発明の一態様によれば、本発明の面照明光源装置は、上記面照明ユ
ニットと、前記孔に配置された指向性の強い点光源とを備えることを特徴とする。

【００１５】
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明装置は、上記面照明光源装置をマトリクス状
に複数配置されてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、光源からの光を高い効率で利用しながら、光学反射板から所定の距離
以上離れた面において均一な照明光を得ることができる。また、実際の製造において、容
易に製造することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
　図１Ａは、本発明の実施の形態に係る面照明ユニットの平面図である。
　図１Ｂは、本発明の実施の形態に係る面照明ユニットの側面図である。
【００１８】
　本発明の第１の実施の形態に係る面照明ユニット１０は、底面部１１、および底面部１
１から立設する側壁部１２１、１２２、１２３、１２４を有するケーシング１３と、底面
部１１と光の放射方向に所定の間隔を隔てて配置される光学反射板１４と、を備える。
【００１９】
　すなわち、面照明ユニット１０は、全体として箱型をなしている。底面部１１、側壁部
１２１、１２２、１２３、１２４の内側には、反射面が形成され、光を反射する機能を有
している。また、光学反射板１４の底面部と対向する面にも反射面が形成されている。
【００２０】
　本実施形態では、面照明ユニット１０の大きさとして、例えば１０ｃｍ×１０ｃｍ×１
．５ｃｍ（高さ）の直方体を採用している。但し、この面照明ユニット１０の大きさは、
これに限定されるものではない。
【００２１】
　面照明ユニット１０の材質としては、光吸収の少ない材質が用いられている。具体的に
は、例えば超微細発泡光反射板、チタンホワイトの微粒子をエマルジョン化したもの、ポ
リテトラフロロエチレン（ｐｏｌｙ　ｆｌｕｏｒｏ　ｃａｒｂｏｎ）の微粒子のいずれか
、またはこれらの組み合わせたものが用いられる。
【００２２】
　面照明ユニット１０を用いた面照明光源装置は、面照明ユニット１０の底面部の中央に
光源を配置することによって構成される。面照明光源装置の詳細については後述する。
　光学反射板１４には、光源からの光の反射量（又は光の透過量）を調節するために溝や
孔などの開口部１５が設けられる。開口部１５は、光学反射板１４をカッティングプロッ
タ等で切り抜くことにより作成される。
【００２３】
　以下、開口部１５の構成について説明する。
　光学反射板１４の中心付近には、光学反射板１４の中心Ｏを中心とする同心状で円環状
の未貫通（ハーフカット）の孔１６が複数形成されている。未貫通孔１６は、光学反射板
１４の半分程度の深さに掘られた溝である。この未貫通孔１６は、光学反射板１４を面照
明光源装置に組み込んだ場合に、面照明光源装置の光源からの光の透過量を調整し、均一
な照明光を得るためのものである。尚、未貫通孔１６の断面は、Ｖ字形状やコ字形状など
任意の形をとることができる。
【００２４】
　未貫通孔１６の外側には、同心状かつ不連続な幅狭の多数の環状（円形リング状）の幅
狭孔１７が形成されている。環状の幅狭孔１７は、接続部１８により不連続な環状、すな
わち複数の円弧形状に形成されている。不連続な環状としたのは、若しも連続な環状に形
成したとすると、光学反射板１４から幅狭孔１７の中心側が離脱してしまうからである。
【００２５】
　幅狭孔１７の外側には、同様に同心状かつ不連続な多数の環状（円形リング状）の孔１
９が形成されている。環状の孔１９の幅は、幅狭孔１７より広くなっている。均一光を得
るための環状の孔１９は、幅狭孔１７と同様に接続部１８により不連続な環状、すなわち
複数の円弧形状に形成されている。不連続な環状としたのは、若しも連続な環状に形成し
たとすると、光学反射板１４から孔１９の中心側が離脱してしまうからである。
【００２６】
　円形リング状の孔１９の外側には、平面視で俵積み状に多数の円形の孔（丸孔）２０１

、２０２、・・・２０ｎが配置されている。
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　丸孔２０を俵積み状に配置し、環状の孔１９を光学反射板１４の中心側に配置すると、
孔１９と隣接する丸孔２０の位置は、点線で示された六角形ABCDEF上に位置する。
【００２７】
　点線で示された六角形ABCDEFの頂点に対応する丸孔を２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ、２０Ｄ

、２０Ｅ、２０Ｆとする。
　孔１９のうち光学反射板１４の中心Ｏから最も遠い孔は、六角形ABCDEFの頂点と中心Ｏ
を結ぶ直線上に位置する。すなわち接続部１８は、六角形ABCDEFの頂点と中心Ｏを結ぶ直
線上に位置しないようにしている。
【００２８】
　例えば、中心Ｏから最も遠い孔１９の一つである孔１９１は頂点Ａと中心Ｏを結ぶ直線
上に位置している。
　このように頂点Ａと中心Ｏを結ぶ直線上に中心Ｏから最も遠い孔１９１を配置すること
により、頂点Ａと孔１９１との間隔が狭くなる。それにより、頂点Ａと孔１９１の間の上
部に丸孔２０Ａと孔１９１からの光が当たり易くなり、均一な照明を得ることができる。
他の頂点BCDEFにおいても同様に孔１９が接近するように配置される。
【００２９】
　光源から放射された光は、少なくとも１回は、底面部１１、側壁部１２、または光学反
射板１４で反射して開口部１５を通過する。すなわち、光源から放射された光が直接に開
口部１５を通過することがないように構成されている。これにより、均一な照明光を得る
ことができる。また、反射を利用することで光源からの光を高い効率で利用することがで
きる。
【００３０】
　もし光源から放射された光が開口部１５を直接通過すると、光学反射板１４を通過した
光の光束が強すぎることになるため、光学反射板１４から光の放射方向に所定距離離間し
た位置での光の分布を均一にするのは困難となる。
【００３１】
　開口部１５の丸孔２０１、２０２、・・・２０ｎは、その孔径が均一ではなく、光源に
対向する光学反射板１４の中心から距離に応じて、その径が変化するように設定されてい
る。その変化の程度については、図２で後述する。
【００３２】
　また、面照明ユニット１０の側壁部１２１、１２２、１２３、１２４には、光学反射板
１４の丸孔２０に連続する孔２１（側壁孔）が設けられている。
　所定の領域の面積（基準面積）に対する所定の領域の開口部の面積の割合（所定の領域
の開口部の面積／基準面積）を開口率Ａとすると、開口率Ａが下記の数式を満たすように
円弧孔や丸孔などの開口部１５は、形成される。
【００３３】
　　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ　・・・（１）
　ここで、Ａは開口率、ｘは光学反射板１４の中心Ｏからの距離、ｂおよびｃは定数であ
る。
【００３４】
　これは、図２に示すように、横軸に距離ｘをとり縦軸に開口率Ａをとると、いわゆる２
次曲線となる。なお、開口率Ａ＝１は全開の状態を意味する。
　この図２で、本実施形態では、ｂ＝０．０００３７５、ｃ＝０．０４に設定している。
これにより、ｘ＝０の点の開口率Ａ＝０．０４となる。
【００３５】
　図２に示すように、光源に対向する光学反射板１４の中心Ｏから外方に遠ざかるに従い
、開口率Ａは距離の２乗に比例して大きくなっている。光源に近く、光の強い光学反射板
１４の中心は開口率を小さくし、光の弱い周辺は開口率を大きくすることで、均一な照明
を得ることができた。具体的には、図１Ａで示すように、光学反射板１４の中心Ｏから外
方に遠ざかるに従い、丸孔２０の大きさ（径）が大となるように設計している。
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　本実施形態によれば、光源に対向する光学反射板１４の中心Ｏからの距離に応じて開口
率Ａを大きくしたので、光学反射板１４の表面から光の放射方向に所定の距離（例えば５
ｍｍ）以上離れた面において均一な照明光を得ることができた。
【００３７】
　開口率Ａを数式で定義することで、開口部１５の寸法を定量的に設定することができる
。このため、開口部１５の加工作業が容易となる。
　開口部１５は、式（１）の関係を満たすように設ければよいため、開口部１５を全て丸
孔２０で構成することもできる。その場合、光学反射板１４の中心付近の丸孔２０は直径
の小さい丸孔となる。しかしながら、丸孔をカッティングプロッタで切り抜いて製造する
場合、カッティングプロッタは所定の直径以下の丸孔を作成することができなかったり、
うまく作成できずに歪んだ丸孔になってしまう。
【００３８】
　故に、本実施の形態においては、光学反射板１４の中心付近は円弧形状の孔で開口部を
構成して、製造を容易にしている。
　本実施の形態に係る面照明ユニットによれば、カッティングプロッタで開口部を作成す
る場合に、開口部を容易に製造することができる。
【００３９】
　次に、開口率Ａと孔のパラメータとの関係を説明する。
　図３は、図１Ａの光学反射板１４において周辺部の丸孔２０の一部を拡大した図である
。
【００４０】
　３つの丸孔２２、２３、２４の中心の位置は正三角形を形成するように配置されている
。
　丸孔２２、２３、２４のそれぞれの直径をｄとする。また、丸孔２２、２３の中心２２

O、２３Oを頂点とし、丸孔２４の中心２４Oを通る辺を一辺とする長方形GHIJを開口率を
定義するための所定の領域とする。
【００４１】
　丸孔２２、２３の中心間の距離をｓとすると、長方形GHIJの面積は、
【００４２】
【数１】

【００４３】
となる。
　開口部は、斜線で表された半円部分と扇形部分の合計であり、その面積は半径ｄの円の
面積となるので、開口部の総面積は、
【００４４】

【数２】

【００４５】
となる。
　従って、開口率Ａは
【００４６】
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【数３】

【００４７】
で表され、直径ｄは
【００４８】

【数４】

【００４９】
で表される。
　光学反射板１４の開口部１５の開口率Ａは前述の式（１）で決定され、決定された開口
率Ａと式（５）に基づきその場所の丸孔の直径ｄは決定される。
【００５０】
　図４は、光学反射板１４において不連続な環状の孔１９（円弧孔）の拡大図である。
　孔の幅をｓとし、二つの円弧孔１９１、１９２の間の角度をαとし、それぞれの円弧孔
１９１、１９２の角度をβとする。
【００５１】
　所定の領域は、円弧孔１９１、１９２を含む幅２ｓ、角度がαの円弧KLMNとする。
　開口率Ａを計算すると
【００５２】
【数５】

【００５３】
となり、円弧孔の角度βは
【００５４】
【数６】

【００５５】
となる。
　光学反射板１４の開口部１５の開口率Ａは前述の式（１）で決定され、決定された開口
率Ａと式（７）に基づきその場所の円弧孔の角度βは決定される。
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【００５６】
　尚、開口部が未貫通孔の場合、開口部の面積は未貫通孔の面積に０．５を掛けることで
算出する。
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係る面照明光源ユニットの展開図である。
【００５７】
　以下の説明において、図面において同一の符号を付したものは同一のもの及び同様の効
果を奏するものであるから、説明を省略する場合がある。
　第１の実施の形態に係る面照明ユニット１０は、前述のようにケーシング１３を構成す
る底面部１１および側壁部１２１、１２２、１２３、１２４と、光学反射板１４と、を備
える。
【００５８】
　面照明ユニット１０は、一枚の板からなり、底面部１１、側壁部１２１、１２２、１２

３、１２４、および光学反射板１４の境目をそれぞれ折り曲げて面照明ユニット１０を構
成している。すなわち、面照明ユニット１０は展開された状態では連続して一平面上に位
置する。
【００５９】
　底面部１１には、底面部１１の略中心に光源を配置するための孔を形成する切り欠き部
２７が設けられている。
　本実施の形態に係る面照明ユニット１０は、単板を所定の形に打ち抜き、折り曲げるこ
とにより構成できる。したがって、本実施の形態の面照明ユニット１０は、製造が容易で
コストも低くすることができる。
【００６０】
　図６は、本発明の第１の実施の形態に係る面照明光源ユニットを用いた面照明光源装置
の断面図である。
　本実施の形態に係る面照明光源装置３０は、面照明ユニット１０の底面部１１の略中央
に設けられた孔に発光ダイオード等の光を放射する単体又は複数の集合体からなる一群の
光源２６を配置して構成されている。
【００６１】
　光源２６は、点光源からなり、発光ダイオードやレーザーダイオード（ＬＤ）のように
自ら発光する素子のみならず、導光ワイヤ等によって導かれた光をも含む概念である。ま
た、光源２６は、発光素子が１個の単体のみならず、複数の発光素子が近接して配置され
た集合体である場合をも含む。さらに、例えば光の三原色である赤、青、緑の発光素子を
近接配置した場合も含む。
【００６２】
　光源２６から放射された光は、少なくとも１回は、底面部１１、側壁部１２、または光
学反射板１４で反射して開口部１５を通過する。これにより光は拡散し、均一な照明光を
得ることができる。
【００６３】
　図７は、本発明の第１の実施の形態に係る面照明光源ユニットを用いた面照明装置の平
面図である。
　面照明ユニット３０を用いた面照明装置４０は、上記で説明した面照明光源装置３０を
マトリクス状に複数配置することにより構成される。
【００６４】
　面照明装置３０は、使用する面照明光源装置３０の数を変更することで、所望の大きさ
の面照明装置を構成することができる。本実施の形態においては、３×３の9個の面照明
光源装置３０を用いて面照明装置４０を構成している。
【００６５】
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係る面照明光源ユニットを用いた面照明装置の断
面図の一部である。
　面照明装置４０は、面照明光源ユニット１０を用いた面照明光源装置３０をマトリクス
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状に複数配置することにより構成される。図８は、二つの面照明光源装置３０の境界部分
の拡大断面図である。
【００６６】
　従来の面照明装置において、面照明光源装置の境目部分の上部であるＡ地点は、側壁部
があるため、光が当たり難く暗くなってしまい、均一な照明とならなかった。
　しかしながら、本実施の形態の面照明光源ユニット１０は、側壁部１２１、１２２、１
２３、１２４にも光学反射板１４の丸孔２０から連続した孔２１（側壁孔）が設けられて
いる。この側壁孔２１を通過する光により、側壁部１２１、１２２、１２３、１２４の上
部においても光が十分に得られ、全体的に均一な照明光を得ることができる。
【００６７】
　図９は、本発明の第２の実施の形態に係る面照明光源ユニットの展開図である。
　第２の実施の形態に係る面照明ユニット５０は、第１の面照明光源ユニットと同様に、
ケーシング５３を構成する底面部５１および側壁部５２１、５２２、５２３、５２４と、
光学反射板５４と、を備える。底面部５１の略中心には、光源を配置するための孔を構成
する切り欠き部６２が設けられている。
【００６８】
　面照明ユニット５０は、一枚の板からなり、底面部５１、側壁部５２１、５２２、５２

３、５２４および光学反射板５４の境目をそれぞれ折り曲げて面照明ユニット５０を構成
し、直方体の形状をなしている。

【００６９】
　第２の実施の形態に係る面照明ユニット５０は、第１の実施の形態に係る面照明光源ユ
ニット１０とは、光学反射板５４の開口部５５の形状が異なる。
　開口部５５は、未貫通孔５６、幅狭孔５７、孔５９、丸孔６０を備える。
【００７０】
　光学反射板５４の中心付近には、光学反射板５４の中心Ｏを中心とする同心状で円環状
の未貫通孔５６が複数形成されている。
　未貫通孔５６の外側には、同心状かつ不連続な幅狭の多数の環状（円形リング状）の幅
狭孔５７が形成されている。環状の幅狭孔５７は、接続部５８により不連続な環状、すな
わち複数の円弧形状に形成されている。
【００７１】
　幅狭孔５７の間には、同様に同心状かつ不連続な多数の環状（円形リング状）の孔５９
が形成されている。円形リング状の孔５９の幅は、幅狭孔５７より広くなっている。円形
リング状の孔５９は、幅狭孔５７と同様に接続部５８により不連続な環状、すなわち複数
の円弧形状に形成されている。
【００７２】
　円形リング状の孔５９の外側には、光学反射板５４の中心Ｏに対し中心軸対称に形成さ
れた多数の丸孔（貫通孔）６０１、６０２、・・・６０ｎを有している。
　また、面照明ユニット５０の側壁部５２１、５２２、５２３、５２４には、光学反射板
５４の丸孔６０から連続した孔６１（側壁孔）が設けられている。
【００７３】
　図１０は、本発明の第３の実施の形態に係る面照明ユニットの展開図である。
　第３の実施の形態に係る面照明ユニット７０は、第１の面照明光源ユニットと同様に、
ケーシング７３を構成する底面部７１および側壁部７２１、７２２、７２３、７２４と、
光学反射板７４と、を備える。底面部７１の略中心には、光源を配置するための孔を構成
する切り欠き部８２が設けられている。
【００７４】
　面照明ユニット７０は、一枚の板からなり、底面部７１、側壁部７２１、７２２、７２

３、７２４および光学反射板７４の境目をそれぞれ折り曲げて面照明ユニット７０を構成
し、立方体の形状をなしている。
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【００７５】
　第３の実施の形態に係る面照明ユニット７０は、第１の実施の形態に係る面照明ユニッ
ト１０とは、光学反射板７４の開口部７５の形状が異なる。
　開口部７５は、未貫通孔７６、幅狭孔７７、孔７９、丸８０を備える。
【００７６】
　光学反射板７４の中心付近には、光学反射板７４の中心Ｏを中心とする同心状で円環状
の未貫通孔７６が複数形成されている。
　未貫通孔７６の外側には、同心状かつ不連続な幅狭の多数の環状（円形リング状）の幅
狭孔７７が形成されている。環状の幅狭孔７７は、接続部７８により不連続な環状、すな
わち複数の円弧形状に形成されている。
【００７７】
　幅狭孔７７の外側には、同様に同心状かつ不連続な多数の環状（円形リング状）の孔７
９が形成されている。円形リング状の孔７９の幅は、幅狭孔７７より広くなっている。円
形リング状の孔７９は、幅狭孔７７と同様に接続部７８により不連続な環状、すなわち複
数の円弧形状に形成されている。
【００７８】
　円形リング状の孔７９の外側には、光学反射板７４の中心Ｏから放射線状に配置された
多数の丸孔（貫通孔）８０１、８０２、・・・８０ｎを有している。
　以上本発明の実施の形態を説明してきたが、本発明は、以上に述べた実施の形態に限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の構成を取ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１Ａ】本発明の第１の実施の形態に係る面照明ユニットの平面図である。
【図１Ｂ】本発明の第１の実施の形態に係る面照明ユニットの側面図である。
【図２】光学反射板の開口率の曲線を表す図である。
【図３】丸孔部分の開口率を説明するための図である。
【図４】円弧孔部分の開口率を説明するための図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る面照明ユニットの展開図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る面照明ユニットを用いた面照明光源装置の断面
図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る面照明装置の平面図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る面照明装置の断面図の一部である。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る面照明ユニットの展開図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る面照明ユニットの展開図である。
【符号の説明】
【００８０】
　　１０　　面照明ユニット
　　１１　　底面部
　　１２１、１２２、１２３、１２４　　側壁部
　　１３　　ケーシング
　　１４　　光学反射板
　　１５　　開口部
　　１６　　未貫通孔
　　１７　　幅狭孔
　　１８　　接続部
　　１９　　孔
　　２０、２２、２３、２４　　丸孔
　　２１　　側壁孔
　　２５　　切り欠き部
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　　２６　　光源
　　３０　　面照明光源装置
　　４０　　面照明装置
　　５０　　面照明ユニット
　　５１　　底面部
　　５２１、５２２、５２３、５２４　　側壁部
　　５３　　ケーシング
　　５４　　光学反射板
　　５５　　開口部
　　５６　　未貫通孔
　　５７　　幅狭孔
　　５８　　接続部
　　５９　　孔
　　６０　　丸孔
　　６１　　側壁孔
　　６２　　切り欠き部
　　７０　　面照明ユニット
　　７１　　底面部
　　７２１、７２２、７２３、７２４　　側壁部
　　７３　　ケーシング
　　７４　　光学反射板
　　７５　　開口部
　　７６　　未貫通孔
　　７７　　幅狭孔
　　７８　　接続部
　　７９　　孔
　　８０　　丸孔
　　８２　　切り欠き部
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